
＜新型コロナウイルス感染症への対応について＞
　・�新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況を踏まえま
して、株主様の感染防止のため、本株主総会へのご出席はお控え
いただき、書面又は電磁的方法（インターネット等）による議決権
の事前行使をお願い申し上げます。

　・�本株主総会当日は、株主様に限定してご視聴いただけるインター
ネットによるライブ配信を予定しております。ご視聴方法は、同封
の別紙「第９７期定時株主総会　ライブ配信のご案内」をご覧くだ
さい。

　・�本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感
染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染
予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

　・�本株主総会会場において、株主様の感染予防のための必要な措
置を講じる場合がありますので、ご理解・ご協力の程お願い申し
上げます。

97第 期

定時株主総会
招 集 ご 通 知

2022年6月23日（木曜日）午前10時
（受付開始　午前9時）

開催日時

大阪市西区阿波座二丁目1番4号
当社（大阪本社）10階会議室

開催場所
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1

証券コード　1949
2022年６月１日

第97期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第97期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げま
す。

なお、当日のご出席に代えて、書面又は電磁的方法（インターネット等）により議決権を
行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、
３頁及び４頁の【議決権行使についてのご案内】に従って、2022年６月22日（水曜日） 
午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

株 主 各 位 大阪市西区阿波座二丁目１番４号

谷 信取締役社長

1．日　　時 2022年６月23日（木曜日）午前10時（受付開始　午前９時）

2．場　　所 大阪市西区阿波座二丁目１番４号　当社（大阪本社）10階会議室
� （末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。）
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3．目的事項
 報告事項� 1．��第97期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結

計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の
件

� � 2．�第97期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の
件

� 決議事項
� � 第１号議案� 剰余金処分の件
� � 第２号議案� 定款一部変更の件
� � 第３号議案� 取締役７名選任の件
� � 第４号議案� 監査役２名選任の件

4．インターネットによる開示
法令及び定款第15条の規定に基づき、以下の事項については、インターネット上の当社
ウェブサイト（https://www.sem.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知の
添付書類には記載しておりません。
（１）連結計算書類の「連結注記表」
（２）計算書類の「個別注記表」
なお、「連結注記表」及び「個別注記表」は、監査役及び会計監査人が監査報告書を作成
するに際して、連結計算書類及び計算書類の一部として、合わせて監査を受けております。

▶���本招集ご通知添付書類（株主総会参考書類を含む）の内容について、本株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた
場合は、当社ホームページ（https://www.sem.co.jp/）においてその旨を掲載しますので、あらかじめご了承ください。

以　上
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3

株主総会にご出席される場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
株主様の代理人によるご出席の場合は、株主様ご本人の議決権行使書用紙とともに、
代理権を証明する書面をご提出ください。なお、代理人の資格は当社の議決権を有
する他の株主１名とさせていただきます。
当日は、軽装（クールビズ）にてお越しくださいますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席されない場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年６月22
日（水曜日）午後５時30分までに到着するようにご返送くださいますようお願い申
し上げます。

書面による議決権行使

インターネット等により議決権を行使される場合には、３頁から４頁に記載の「イ
ンターネット等による議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、2022年６月22日（水
曜日）午後５時30分までに議案に対する賛否をご入力くださいますようお願い申し
上げます。

インターネット等による議決権行使

議決権行使についてのご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきます
よう、お願い申し上げます。

１．議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用い

ただくことによってのみ可能です。
議決権行使ウェブサイトアドレス　https://www.w

ウェブ行使
eb54.net

２．議決権行使の方法について
（1）��パソコンをご利用の方

上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」
及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネット等による議決権行使のご案内
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（2）��スマートフォンをご利用の方
同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログイン
ＱＲコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入
力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。
なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度ＱＲコードを読み取
り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必
要があります。
（ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

３．議決権行使のお取扱いについて
（1）��書面とインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等に

よるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。またインターネット等によって複
数回数又はパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われ
たものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

（2）��議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）
は、株主様のご負担となります。

４．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて
（1）��パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。

印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
（2）��パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望

の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
（3）��議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

５．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
（1）��本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合

わせください。
三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル
［電話］0120（652）031（受付時間　午前９時～午後９時）

（2）��その他のご照会は、以下のお問い合わせ先にお願いいたします。
ア．証券会社に口座をお持ちの株主様
　　証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。
イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行��証券代行部
［電話］0120（782）031（受付時間　午前９時～午後５時　土日休日除く）

＜議決権電子行使プラットフォームについて＞
・�機関投資家の皆様に関しましては、本株主総会につき、株式会社ＩＣＪが運営する「議決権電
子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。
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株主総会参考書類

5

議案及び参考事項

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項
当社は株主各位に対する利益還元を経営の重要施策の一つとし、業績及び将来の事業展開
を勘案して内部留保金とのバランスを取りながら安定的な配当をすることを基本方針として
おります。
当期の期末配当につきましては、当期における業績が予想を上回ったことから、株主各位
の日頃のご支援にお報いすべく、１株につき49円といたしたいと存じます。
なお、当期は既に中間配当金として１株につき37円をお支払いいたしておりますので、
年間の配当金は１株につき86円となり、前期と比べ１株につき12円の増配となります。

 （1） 配当財産の種類
� 　金銭
 （2） 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
� 　当社普通株式１株につき� 金49円
� 　総額� 1,734,467,994円
 （3） 剰余金の配当が効力を生じる日
� 　2022年６月24日

２．その他の剰余金の処分に関する事項
その他の剰余金の処分につきましては、経営基盤の強化を図るため、以下のとおりといた
したいと存じます。

(1) 増加する剰余金の項目及びその額
� 　別途積立金� 4,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目及びその額
� 　繰越利益剰余金� 4,000,000,000円

  剰余金処分の件第１号議案
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  定款一部変更の件第２号議案

１．変更の理由
 （1）  １単元（100株）に満たない株式（単元未満株式）を所有されている株主各位の株式

売買の利便性を高めることを目的として、単元未満株式の買増制度を導入するため、
現行定款第９条を変更するものであります。（変更案第９条第１項（４）、第２項）

 （2）  「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規
定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制
度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

� ①�変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提
供措置をとる旨を定めるものであります。

� ②�変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項
の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

� ③�株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）
は不要となるため、これを削除するものであります。

� ④�上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分）
現　行　定　款 変　更　案

第９条（単元未満株式についての権利）
当会社の株主は、その有する単元未満
株式について、次に掲げる権利以外の
権利を行使することができない。

第９条（単元未満株式についての権利）
� （現行どおり）
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現　行　定　款 変　更　案
�（１）
 �～� （条文省略）
�（３）

�（１）
 �～� （現行どおり）
�（３）

� （新　設） �（４）�次項に定める請求をする権利

� （新　設） ２　�当会社の株主は、株式取扱規程に定め
るところにより、その有する単元未満
株式の数と併せて単元株式数となる数
の株式を売り渡すことを請求すること
ができる。

第15条（�株主総会参考書類等のインターネ
ット開示とみなし提供）

当会社は、株主総会の招集に際し、株
主総会参考書類、事業報告、計算書類
および連結計算書類に記載または表示
をすべき事項に係る情報を、法務省令
に定めるところに従いインターネット
を利用する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみなすこ
とができる。

� （削　除）

（新　設） 第15条（電子提供措置等）
当会社は、株主総会の招集に際し、株
主総会参考書類等の内容である情報に
ついて、電子提供措置をとるものとす
る。

２　�当会社は、電子提供措置をとる事項の
うち法務省令で定めるものの全部また
は一部について、議決権の基準日まで
に書面交付請求した株主に対して交付
する書面に記載しないことができる。
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現　行　定　款 変　更　案
� （新　設） 附　則

１．�変更前定款第15条（株主総会参考書類
等のインターネット開示とみなし提供）
の削除および変更後定款第15条（電子
提供措置等）の新設は、2022年９月１
日から効力を生ずるものとする。

２．�前項の規定にかかわらず、2023年２月
末日までの日を株主総会の日とする株
主総会については、変更前定款第15条
はなお効力を有する。

３．�本附則は、2023年３月１日または前項
の株主総会の日から３か月を経過した
日のいずれか遅い日後にこれを削除す
る。
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本総会終結の時をもって取締役全員（８名）が任期満了となりますので、取締役７名の選
任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであり、各候補者の略歴や取締役候補者とした理由等につき
ましては、次頁以降に記載のとおりであります。

候補者
番号 氏　　　名 現在の当社に

おける地位
取締役会の出席状況

（2021年度）

１ 坂
さか

　崎
ざき

　全
まさ

　男
お

　 再　任 代表取締役
取締役会長 13回／13回

２ 谷
たに

　　　　　信
まこと

　 再　任 代表取締役
取締役社長 13回／13回

３ 島
しま

　田
だ

　哲
てつ

　成
なり

　 再　任 取締役
常務執行役員 13回／13回

４ 本
ほん

　田
だ

　　　正
ただし

　 新　任 常務執行役員 －

５ 髙
たか

　橋
はし

　英
ひで

　行
ゆき

　 再　任  社　外  独立役員 社外取締役 13回／13回

６ 清
し

　水
みず

　涼
りょう

　子
こ

　 再　任  社　外  独立役員 社外取締役 12回／13回

７ 服
はっ

　部
とり

　力
りき

　也
や

　 再　任  社　外  独立役員 社外取締役 10回／10回

（注）�１.� �候補者服部力也氏は、2021年６月24日に社外取締役に就任しており、同日以降の取締役会の開催回数は10回で
あります。

� ２.� �候補者服部力也氏は、2021年６月24日に社外取締役に就任するまでは、社外監査役として同日までに開催され
た取締役会３回全てに出席しております。

  取締役７名選任の件第３号議案
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略歴、地位及び担当

1976年 4 月 住友電気工業株式会社入社
1999年 6 月 同大阪製作所長
2001年 1 月 当社人事部長
2005年 6 月 同執行役員、人事部長
2007年 6 月 同常務執行役員
2008年 6 月 同取締役、常務執行役員
2015年 6 月 同取締役、専務執行役員
2016年 6 月 同代表取締役、取締役社長
2021年 6 月 同代表取締役、取締役会長

現在に至る

取締役候補者とした理由
　坂崎全男氏は、取締役会長として、経営の監督と重要事項の決定を適切に行うとともに、当社グループのガバナンスの強化や
持続的な発展に努め、中期経営計画「VISION24」では諸施策の推進に取り組んでまいりました。これらの実績から、当社の持
続的な企業価値向上の実現並びに取締役会の意思決定及び監督機能強化のために適切な人材と判断し、引き続き、取締役として
の選任をお願いするものであります。

候補者
番　号 1 坂

さ か

崎
ざ き

　全
ま さ

男
お

■ 生年月日
1952年10月16日生

■ 所有する当社株式数
39,100株 再　任
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略歴、地位及び担当

1980年 4 月 住友電気工業株式会社入社
2004年 4 月 同経理部長
2008年 6 月 同執行役員、経理部長
2011年 6 月 同執行役員、

スミトモエレクトリックワイヤリングシステムズインク社長
2014年 6 月 同常務取締役
2017年 6 月 同代表取締役、専務取締役
2019年 6 月 当社代表取締役、副社長執行役員
2021年 6 月 同代表取締役、取締役社長

現在に至る

取締役候補者とした理由
　谷　信氏は、取締役社長として、経営の監督と重要事項の決定を適切に行うとともに、当社グループのガバナンスや収益基盤
の強化に努め、中期経営計画「VISION24」に関する諸施策の推進に取り組んでまいりました。これらの実績から、当社の持続
的な企業価値向上の実現及び中期経営計画「VISION24」の達成のために適切な人材と判断し、引き続き、取締役としての選任
をお願いするものであります。

候補者
番　号 2 谷

た に

　信
まこと

■ 生年月日
1957年５月28日生

■ 所有する当社株式数
12,700株 再　任

略歴、地位及び担当

1985年 4 月 住友電気工業株式会社入社
2010年 1 月 同伊丹製作所長
2012年 7 月 同人材開発部長
2015年10月 当社総務部長、人事部次長
2016年 6 月 同執行役員、総務部長、人事部長
2019年 6 月 同取締役、常務執行役員
2021年 4 月 同取締役、常務執行役員、本社部門担当（総務、東京総

務、人事、人材開発、情報システム、監査、保険、健康
管理）
現在に至る

取締役候補者とした理由
　島田哲成氏は、取締役として経営の監督と重要事項の決定を適切に行うとともに、常務執行役員として本社部門を担当し、中
期経営計画「VISION24」における人材の確保・育成と働き方改革をはじめとする本社部門各部の施策の推進に取り組んでまい
りました。これらの実績から、当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き、取締役としての選
任をお願いするものであります。

候補者
番　号 3 島

し ま

田
だ

　哲
て つ

成
な り

■ 生年月日
1962年12月29日生

■ 所有する当社株式数
7,100株 再　任

010_0315601102206.indd   11010_0315601102206.indd   11 2022/05/18   14:38:512022/05/18   14:38:51



株
主
総
会
参
考
書
類

招
集
ご
通
知

12

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

略歴、地位及び担当

1983年 4 月 当社入社
2013年 6 月 同執行役員、施設統括本部東部本部施工統括部長、

施設統括本部東部本部東京支社長
2015年11月 同執行役員、

タイセムコンCO.,LTD.取締役社長
2019年 6 月 同常務執行役員、施設統括本部副本部長、

施設統括本部西部本部長
2021年 6 月 同常務執行役員、施設統括本部長、施設統括本部西部本部長
2022年 4 月 同常務執行役員、施設統括本部長、施設統括本部西部本部長、

資材統括部担当
現在に至る

取締役候補者とした理由
　本田正氏は、常務執行役員として施設統括本部長を担当し、国内外のビル、工場等の電気設備工事及び再生可能エネルギー、
環境関連工事をはじめとする一般電気工事部門においてグループ内外の連携や収益向上に向けた体質強化、ビジネス拡大に努め、
中期経営計画「VISION24」に関する施策の推進に取り組んでまいりました。これらの実績から、当社の持続的な企業価値向上
の実現のために適切な人材と判断し、新たに、取締役としての選任をお願いするものであります。

候補者
番　号 4 本

ほ ん

田
だ

　正
ただし

■ 生年月日
1960年６月15日生

■ 所有する当社株式数
10,400株 新　任
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略歴、地位及び担当

1981年 4 月 日本銀行入行
2003年 7 月 同政策委員会室参事役
2005年 2 月 同新潟支店長
2008年 7 月 同金融研究所参事役
2009年 5 月 同神戸支店長
2010年11月 社団法人大阪銀行協会（現　一般社団法人大阪銀行協会）

専務理事
2020年 6 月 当社社外取締役

現在に至る
2021年 8 月 公益財団法人日本共同証券財団事務局長

現在に至る
重要な兼職の状況

公益財団法人日本共同証券財団　事務局長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　髙橋英行氏は、日本銀行及び一般社団法人大阪銀行協会の経験を通じて金融経済に精通しているとともに、地域経済や企業経
営に関する知見も有しており、これらの高度な専門性と幅広い見識を活かして、独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部
統制強化及び持続的な企業価値向上を図っていただくことを期待し、引き続き、社外取締役としての選任をお願いするものであ
ります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、
社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏の当社社外取締役としての在任期間
は、本総会の終結の時をもって２年となります。

候補者
番　号 5 髙

た か

橋
は し

　英
ひ で

行
ゆ き

■ 生年月日
1956年10月19日生

■ 所有する当社株式数
0株 再　任  社　外  独立役員
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略歴、地位及び担当

1982年 4 月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行
1989年 4 月 中央新光監査法人入所
1992年 8 月 公認会計士登録
2004年 1 月 国際会計士連盟国際公会計基準審議会日本代表委員
2007年 4 月 関西大学大学院会計研究科教授
2019年 6 月 積水化学工業株式会社社外監査役

現在に至る
2020年 4 月 関西大学大学院会計研究科・商学部教授

現在に至る
2020年 6 月 当社社外取締役

現在に至る
重要な兼職の状況

関西大学大学院会計研究科・商学部　教授
積水化学工業株式会社　社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　清水涼子氏は、監査法人における豊富な監査経験を有し、また、公認会計士や大学院会計研究科・商学部教授として企業会計
に関する知見も有しており、これらの高度な専門性と幅広い見識を活かして、独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統
制強化及び持続的な企業価値向上を図っていただくことを期待し、引き続き、社外取締役としての選任をお願いするものであり
ます。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、
社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏の当社社外取締役としての在任期間
は、本総会の終結の時をもって２年となります。

候補者
番　号 6 清

し

水
み ず

　涼
りょう

子
こ

■ 生年月日
1958年９月７日生

■ 所有する当社株式数
0株 再　任  社　外  独立役員
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略歴、地位及び担当

1978年 4 月 住友信託銀行株式会社
（現　三井住友信託銀行株式会社）入行

2011年 4 月 同取締役、専務執行役員
2013年 4 月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社副社長執行役員、

三井住友信託銀行株式会社代表取締役、取締役副社長
2015年 6 月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

代表取締役、取締役副社長
2017年 4 月 同取締役、

三井住友信託銀行株式会社取締役副会長
2018年 4 月 三井住友信託銀行株式会社エグゼクティブアドバイザー、

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社
取締役会長

2018年 6 月 当社社外監査役
2020年 6 月 株式会社滋賀銀行社外取締役

現在に至る
2021年 6 月 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社

常任監査役
現在に至る
当社社外取締役
現在に至る

重要な兼職の状況

株式会社滋賀銀行　社外取締役
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社　常任監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　服部力也氏は、金融機関の経営で培われた豊富な経験と幅広い知見を有しており、これらの実績と幅広い見識を活かして、独
立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向上を図っていただくことを期待し、引き続き、社
外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をも
って１年となります。

候補者
番　号 7 服

は っ

部
と り

　力
り き

也
や

■ 生年月日
1954年２月３日生

■ 所有する当社株式数
0株 再　任  社　外  独立役員
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（注）1．�各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
� 2．�候補者髙橋英行氏、候補者清水涼子氏及び候補者服部力也氏は、社外取締役の要件を満たした社外取締役候補者であります。

なお、候補者髙橋英行氏、候補者清水涼子氏及び候補者服部力也氏については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立
役員に指定しており、再任が承認されたときは、引き続き、独立役員とする予定です。

� 3．�各候補者の選任理由については、各候補者の略歴の下部に記載のとおりであります。
� 4．�候補者谷　信氏は、当社の親会社である住友電気工業株式会社において、2008年6月から2014年6月まで執行役員に就任し、

経理部長、同社の子会社であるスミトモエレクトリックワイヤリングシステムズインクの社長として業務を執行しておりまし
た。また、2014年6月から2017年6月まで常務取締役、2017年6月から2019年6月まで代表取締役、専務取締役に就任し
ておりました。

� 5．�候補者島田哲成氏は、当社の親会社である住友電気工業株式会社において、2010年1月から2012年7月まで伊丹製作所長、
2012年7月から2015年9月まで人材開発部長として業務を執行しておりました。

� 6．�候補者服部力也氏は、当社の主要取引金融機関（特定関係事業者）である住友信託銀行株式会社（現　三井住友信託銀行株式
会社）において、2008年6月から2013年3月まで取締役、2013年4月から2017年3月まで代表取締役、取締役副社長、
2017年4月から2018年3月まで取締役副会長、2018年4月から2020年3月までエグゼクティブアドバイザーに就任してお
りました。

� 7．�当社は、候補者髙橋英行氏、候補者清水涼子氏及び候補者服部力也氏との間で、会社法第427条第1項に基づき、会社法第
423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、各氏の再任が承認されたときは、当社は各氏との間でそ
れぞれ当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。

� 8．�当社は、保険会社との間で取締役、監査役、執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責
任保険契約を締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係
る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補するものであり、その保険料は全額会社が負担しております。但し、
故意又は重過失に起因して賠償請求された損害は当該保険契約により填補されません。また、各候補者が取締役に就任した場
合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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本総会終結の時をもって監査役　野口　亨氏が辞任により退任され、監査役　間石成人
氏が任期満了により退任されますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

  監査役２名選任の件第４号議案

略歴及び地位

1990年 7 月 当社入社
2008年 6 月 同経理部長
2013年 6 月 同執行役員、経理部長
2015年 6 月 同常勤監査役
2017年 6 月 同常務執行役員、総合企画部長、経理部長
2019年 6 月 同取締役、常務執行役員
2020年 6 月 同取締役、常務執行役員、総合企画部長、経理部担当、

全社コンプライアンス担当
現在に至る

監査役候補者とした理由
　内池和彦氏は、経理・財務における豊富な業務経験を有し、2019年６月以降は取締役として経理・財務部門等を所管しており
ました。これらの経験を活かし、公正かつ客観的な立場から、当社の監査業務を通じて、経営の健全性及び透明性の向上への貢
献を期待し、新たに、監査役としての選任をお願いするものであります。

候補者
番　号 1 内

う ち

池
い け

　和
か ず

彦
ひ こ

■ 生年月日
1959年７月25日生

■ 所有する当社株式数
7,800株 新　任
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略歴及び地位

2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
田辺総合法律事務所入所

2013年 4 月 同パートナー
現在に至る

重要な兼職の状況

弁護士
田辺総合法律事務所　パートナー

社外監査役候補者とした理由
　薄井琢磨氏は、弁護士としての高度な知見と企業法務に関する豊富な経験を有しており、独立した立場から監査を行い、当社
のコーポレートガバナンスの強化を図っていただくため、新たに、社外監査役としての選任をお願いするものであります。なお、
同氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していた
だけるものと判断しております。

（注）1．�各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
� 2．�候補者薄井琢磨氏は、社外監査役の要件を満たした社外監査役候補者であります。
� � �なお、同氏については、選任が承認されたときは、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定で

あります。
� 3．�各候補者の選任理由については、候補者の略歴の下部に記載のとおりであります。
� 4．�当社は、候補者薄井琢磨氏の選任が承認されたときは、同氏との間で会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項

の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額で
あります。

� 5．�当社は、保険会社との間で取締役、監査役、執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責
任保険契約を締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係
る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補するものであり、その保険料は全額会社が負担しております。但し、
故意又は重過失に起因して賠償請求された損害は当該保険契約により填補されません。また、各候補者が監査役に就任した場
合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

候補者
番　号 2 薄

う す

井
い

　琢
た く

磨
ま

■ 生年月日
1974年３月10日生

■ 所有する当社株式数
0株 新　任  社　外  独立役員
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①社内取締役は、当社事業において豊富な経験と優れた実績がある者、当社の置かれた環境
と今後の変化を踏まえ経営に関し客観的判断能力を有する者、先見性及び洞察力など人
格・識見に秀でた者を候補者として選任いたします。
②社外取締役は、会社経営の経験者、各分野の専門家、学識経験者等の中から、会社の持続
的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から当社経営の監督者として相応し
い人物を候補者として選任いたします。
③監査役は、会社経営の経験者及び法務、財務、会計に関する専門的な知見を有した人物を
候補者として選任いたします。
④取締役・監査役候補者の選任に関する議案の株主総会への提出は、指名諮問委員会にて審
議を行い、その答申をもとに取締役会の決議によって決定いたします。

【ご参考】取締役・監査役候補者の指名方針
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【ご参考】本株主総会終結後の取締役・監査役の構成（予定）

氏　　　名 地　　位 独立性
専門性・経験

企業
経営

財務
会計

法務
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

人事
人材開発

国際性
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
開発

他業種
知見

坂
さか

崎
ざき

全
まさ

男
お 代表取締役

取締役会長 ● ● ●

谷
たに

信
まこと 代表取締役

取締役社長 ● ● ● ●

島
しま

田
だ

哲
てつ

成
なり 取締役

常務執行役員 ● ● ●

本
ほん

田
だ

　 正
ただし 取締役

常務執行役員 ● ● ●

髙
たか

橋
はし

英
ひで

行
ゆき 社外取締役 ● ● ●

清
し

水
みず

涼
りょう

子
こ

社外取締役 ● ● ● ●

服
はっ

部
とり

力
りき

也
や

社外取締役 ● ● ● ● ●

尾
お

倉
ぐら

　 修
おさむ

常勤監査役 ● ●

内
うち

池
いけ

和
かず

彦
ひこ

常勤監査役 ● ● ●

垂
たる

谷
たに

保
やす

明
あき

社外監査役 ● ● ●

古
こ

賀
が

陽
よう

子
こ

社外監査役 ● ● ● ●

薄
うす

井
い

琢
たく

磨
ま

社外監査役 ● ●

以　上
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（1）事業の経過及びその成果
当連結会計年度における当社グループを
取り巻く事業環境は、新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）拡大が一時的に落着
き、経済活動の一部で持ち直しの動きが見
られたものの、総じて厳しい状況で推移い
たしました。国内においては、緊急事態宣
言の断続的な発出や、部材の供給不足、調
達遅延等のサプライチェーンリスクの顕在
化や、原油をはじめとする資源高等の影響
もあり、景気回復ペースは鈍いまま推移い
たしました。また、当社グループが事業展
開している東南アジア地域においても、感
染症再拡大による企業活動の停滞や個人消
費の落ち込み等、経済の先行きが懸念され
不透明な経済状況で推移いたしました。
国内の建設市場におきましては、公共投
資は堅調に推移、また、民間投資において
もデジタル関連、物流関連投資等成長分野
においては増加基調で推移し、建設市場は
一定の回復の動きが見られたものの、企業
の設備投資意欲は依然として不透明な状況
で推移いたしました。また、当社グループ
が事業展開している東南アジア地域では、
感染症拡大からの反動増等もあり、全般的

には回復の兆しが見られたものの、日系企
業の設備投資は依然として力強さに欠けた
状態が続いており、受注獲得競争は引き続
き厳しい状況で推移いたしました。
このような状況の中、当社グループは、
従業員並びに関係する皆様の安全を最優先
とし、行政の方針・指導に従い新型コロナ
ウイルス感染症拡大の防止に努めた上で、
「住友事業精神」と「住友電設グループ企業
理念」に基づく経営の基本方針に沿って、
電気設備や情報通信設備等の社会インフラ
維持に努めるなど、社会の要請に応えるべ
く事業活動を展開するとともに、2020�
年度よりスタートした中期経営計画
「VISION24」（2020～2024年度：５ヵ年
計画）に基づき、「新たな成長戦略と総合力
で持続的発展を！」をテーマに掲げ、「総合
設備企業グループ」として、各部門の施工
力、技術力の底上げに向けて資源を投入し、
より一層の成長・拡大を図るため、グルー
プ一体となって取り組んでおります。
この結果、当連結会計年度の業績につき
ましては、以下のとおりとなりました。

企業集団の現況に関する事項１
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受注高は、移動体基地局工事の前期から
の反動減等により情報通信工事が減少した
ものの、国内外での大型工事の受注もあり
一般電気工事やプラント・空調工事が増加
し、1,790億19百万円（前期比10.4%増）
となりました。売上高は、一般電気工事にお
いて手持工事が順調に進捗した結果、1,675
億94百万円（同8.8%増）となりました。
事業の種類別では、設備工事業の受注高
は1,704億40百万円（前期比10.8%増）、
売上高は1,590億15百万円（同9.1%増）と
なり、機器販売を中心とするその他事業の
受注高及び売上高は85億79百万円（同
3.5%増）となりました。
売上総利益は、売上高の増加に加え採算
の改善にグループを挙げて取り組んだ結果、
227億59百万円（前期比11.0%増）、売上
総利益率は13.6%となりました。販売費及

び一般管理費は97億53百万円（同6.1%増）
となり、営業利益は130億５百万円（同14.9%
増）、営業利益率は7.8%となりました。
営業外収益は９億58百万円（前期比
29.2%増）、営業外費用が64百万円（同
48.2%減）となった結果、営業外収支は８
億94百万円の黒字となり、経常利益は139
億円（同16.4%増）と前連結会計年度と比
べ増益となり、経常利益率は8.3%になりま
した。
なお、設備工事業における種類別の受注高、
売上高の概況は、以下のとおりであります。
電力工事部門は、電力会社向け工事や再
生可能エネルギー関連工事の増加により、
受注高は197億68百万円（前期比6.2%増）
となりましたが、売上高は202億80百万円
（同3.2%減）となりました。
一般電気工事部門は、国内外での大型工

区　　　分 金　　　額 前　期　比

受 注 高 1,790億19百万円 （前期比�10.4％増）

売 上 高 1,675億94百万円 （前期比� 8.8％増）

営 業 利 益 130億05百万円 （前期比�14.9％増）

経 常 利 益 139億00百万円 （前期比�16.4％増）

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 91億40百万円 （前期比�13.6％増）
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（単位：百万円）

区　　　　　分 前期繰越高 当期受注高 当期売上高 次期繰越高
設　備　工　事　業 97,331 170,440 159,015 108,756
電 力 工 事 15,661 19,768 20,280 15,149
一 般 電 気 工 事 61,094 108,775 100,653 69,215
情 報 通 信 工 事 15,281 28,804 27,482 16,604
プラント・空調工事 5,293 13,092 10,598 7,787

そ の 他 の 事 業 ― 8,579 8,579 ―
合　　　　　計 97,331 179,019 167,594 108,756

 （2）設備投資の状況
特に記載すべき重要な事項はありません。

 （3）資金調達の状況
特に記載すべき重要な事項はありません。

事の受注や中小案件の増加により、受注高
は1,087億75百万円（前期比16.4%増）と
なりました。売上高は手持工事を順調に消
化し、1,006億53百万円（同15.6%増）と
なりました。
情報通信工事部門は、前期に移動体基地
局工事の前倒し受注があった反動減等によ
り、受注高は288億４百万円（前期比10.3%
減）となり、売上高においても、移動体基
地局工事の施工は進捗したものの、情報ネ

ットワーク工事においては、機器等の納入
遅れによる案件の期ずれ等もあり、274億
82百万円（同0.6%減）となりました。
プラント・空調工事部門は、大型工事の
受注や手持工事の進捗により、受注高は
130億92百万円（前期比34.7%増）、売上
高は105億98百万円（同5.2%増）となり
ました。
事業の種類別の受注高、売上高は次のと
おりであります。
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 （4） 中長期的な会社の経営戦略並びに対処
すべき課題
今後の経済の見通しにつきましては、将
来に向けては大都市圏を中心とした再開発事
業が継続し、再生可能エネルギーをはじめと
するカーボンニュートラル関連投資も堅調に
推移することに加え、情報通信分野において
もＩｏＴ化、５Ｇサービスの進展等を含めた
ＩＣＴ環境の整備はより一層推進されるこ
と、さらには大阪・関西万博関連投資等も期
待されます。
しかしながら足元では、新型コロナウイル
ス感染症の再拡大懸念や、ロシア・ウクライ
ナ情勢等の地政学リスク、半導体不足、資源
高等のサプライチェーンリスク等、依然とし
て先行きは不透明な状況にあり、製造業を中
心とした設備投資計画の延期や縮小・凍結に
よる工事量の減少が懸念され、今後の社会情
勢、市場動向を注視していく必要があります。
このような環境のもと、当社グループは、
2020年度からスタートした５ヵ年の中期経
営計画「VISION24」において「新たな成長
戦略と総合力で持続的発展を！」をテーマ

に、「総合設備企業グループ」として、各部
門の施工力、技術力の底上げに向けて資源を
投入し、売上高の拡大を図るとともに、各部
門が連携した総合力で、客先へのトータル
サービスを拡大するための各重点施策を着実
に推進しております。
重点施策
■安全・品質・コンプライアンス
・安全・品質の確保
・コンプライアンスの徹底
■人材の確保・育成と働き方改革
・研修施設、教育プログラムの拡充
・人材の確保
・生産性向上への効率化追求
・総労働時間の削減
・ダイバーシティへの取組み強化
■顧客満足度向上の追求
・提案営業力の強化
・施工力の確保・強化
・期待領域への注力
・新技術、新工法への対応

010_0315601102206.indd   24010_0315601102206.indd   24 2022/05/18   14:38:522022/05/18   14:38:52



25

■未来を見据えた企業価値の向上
・ＥＳＧ、ＳＤＧｓへの取組み
・財務体質の維持と株主還元の充実
・健康経営の推進
・�福利厚生の充実、職場環境整備によ
る従業員満足度の向上

当社グループは、変化の激しい事業環境
において、「VISION24」に掲げた重点施策
を推進し、人と技術の成長を通して、真に社
会から求められる総合エンジニアリング企業
を目指すため、「質」にこだわる事業活動に
より、これまで構築してきました事業基盤を
ベースに、より一層の成長・拡大を図ってま
いります。
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 （5） 財産及び損益の状況の推移（連結）
（単位：百万円）

区　　　　　分 第94期
（2018年度）

第95期
（2019年度）

第96期
（2020年度）

第97期
（2021年度）[当期]

受 注 高 160,225 167,277 162,140 179,019

売 上 高 157,016 172,910 154,053 167,594

経 常 利 益 11,561 14,201 11,937 13,900
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 5,292 9,772 8,048 9,140

1株当たり当期純利益 148円73銭 274円67銭 226円22銭 257円43銭

総 資 産 130,157 138,328 146,733 161,036

純 資 産 71,444 75,997 86,381 93,385
（注）� 1.� �１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数（自己株式を控除した株式数）に基づき算出しております。
� 2.� �第94期につきましては、東南アジアにおける日系企業の設備投資が低調に推移し、受注獲得競争が増した一方、

国内では、高水準の工事量を確保し、受注高は前期比で増加となりました。売上高は、手持工事の進捗、短工期
案件の受注が堅調に推移したこと等により、前期比で増加となりました。利益面は、売上高の増加に加え、採算
の改善に取り組んだ結果、経常利益は115億61百万円と前期比で増加となりましたが、減損損失計上等もあり親
会社株主に帰属する当期純利益は52億92百万円と前期比で減少となりました。

� 3.� �第95期につきましては、東南アジアにおける日系企業の設備投資は力強さに欠けた状態が続き、受注獲得競争は
厳しさを増した一方、国内では携帯電話基地局設置工事やネットワーク関連工事等の情報通信工事を中心に増加
し受注高は前期比で増加となりました。売上高は、手持工事の進捗、短工期案件の受注も堅調に推移したこと等
により、前期より増加となりました。利益面は、売上高の増加に加え、採算の改善に取り組んだ結果、経常利益
は142億1百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は97億72百万円といずれも前期比で増加いたしました。

� 4.� �第96期につきましては、国内外ともに新型コロナウイルス感染症の影響により、企業の設備投資が減少している
ことや、受注獲得に向けた営業活動への制約を受けたこと等もあり、受注高は前期比で減少となりました。売上
高は、大型工事竣工時期の端境期であったことに加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、短工期案件の
減少、一部工事の進捗遅れ等もあり、前期より減少となりました。利益面は、工事採算の改善、経費削減に取り
組んでまいりましたが、売上高の減少により、経常利益は119億37百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は
80億48百万円といずれも前期比で減少となりました。

� 5.� 第97期につきましては、前記「（1）事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。
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 （6）重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係

会　　社　　名 当社に対する出資比率（％） 当社との関係内容

住友電気工業株式会社 50.17 設備工事等の受注

（注）� 1.� 当社に対する出資比率は、親会社の子会社が保有している株式を含めて算出しております。
� 2.� 親会社の子会社より、電線・ケーブル等の資材を購入しております。

②　重要な子会社の状況

会　　社　　名 資　本　金 出資比率（％） 主要な事業内容

住電電業株式会社 60 百万円 100.00 設備工事業

エスイーエム・ダイキン株式会社 80 百万円 51.00 空調機器、太陽光発電
システム等の販売

トーヨー電気工事株式会社 21 百万円 100.00 設備工事業
アイティ�ソリューション　
サービス株式会社 100 百万円 95.00 設備工事業

スミセツテクノ株式会社 80 百万円 100.00 機器製作・修理・販売
タイ�セムコン�CO.,LTD.

［タイ］ 45,877 千バーツ
49.00
［51.00］ 設備工事業

P.T.タイヨー�シナール�ラヤ�テクニク
［インドネシア］ 9,000 千米ドル 99.00 設備工事業

スミセツ�フィリピンズ,�INC.
［フィリピン］ 10,750 千ペソ

40.00
［60.00］ 設備工事業

（注）出資比率欄の［　］内は緊密な者又は同意している者の所有割合を外数で示しております。
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 （7）主要な事業内容

事　業　の　種　類 事　　　業　　　内　　　容

設
備
工
事
業

電力工事 送配変電設備工事の設計、施工、監理

一般電気工事 ビル、工場等の電気設備工事及び再生可能エネルギー、
環境関連工事の設計、施工、監理

情報通信工事 電気通信設備工事の設計、施工、監理
情報通信機器及び周辺機器並びにソフトウェアの販売

プラント・空調工事 プラント工事、空調衛生管工事の設計、施工、監理

その他の事業
保険代理店業務
空調機器、太陽光発電システム等の販売
機器製作・修理及び給湯器の製造販売

 （8）主要拠点等
①　当社

大阪本社 大阪市

東京本社 東京都港区

支　　社 大阪支社（大阪市） 東京支社（東京都港区） 中部支社（名古屋市）

支　　店

北海道支店（札幌市） 東北支店（仙台市） 北関東支店（さいたま市）
東関東支店（千葉市） 横浜支店（横浜市） 京都支店（京都市）
神戸支店（神戸市） 広島支店（広島市） 四国支店（新居浜市）
九州支店（福岡市）
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②　子会社

会　　　社　　　名 所　　在　　地
住電電業株式会社 東京都港区
エスイーエム・ダイキン株式会社 大阪市
トーヨー電気工事株式会社 大阪府吹田市
アイティ�ソリューション�サービス株式会社 東京都港区
スミセツテクノ株式会社 京都府八幡市
タイ�セムコン�CO.,LTD. タイ・バンコク市
P.T.タイヨー�シナール�ラヤ�テクニク インドネシア・ジャカルタ特別区
スミセツ�フィリピンズ,�INC. フィリピン・マカティ市

 （9）使用人の状況
①　企業集団の状況

事　業　の　種　類 使　用　人　数（前期末比増減）
設備工事業 3,099名（� 8名増）
電力工事 333名（23名増）
一般電気工事 2,287名（41名減）
情報通信工事 369名（18名増）
プラント・空調工事 110名（� 8名増）

その他の事業 136名（� 2名増）
全社（共通） 250名（� 9名増）

合　　　　　　　計 3,485名（19名増）
（注）全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門等に所属しているものであります。
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②　当社の状況

使用人数（前期末比増減） 平均年齢 平均勤続年数

1,680名（80名増） 43.9歳 17.2年

（注）��使用人数には、社外への出向者99名を含んでおりません。

 （10）主要な借入先の状況
（単位：百万円）

借　　　入　　　先 借　入　金　残　高

三井住友信託銀行株式会社 1,437

株式会社三井住友銀行 812

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 100
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 （1）発行可能株式総数� 73,000,000株

 （2）発行済株式の総数� 35,635,879株�（自己株式�238,573株含む）

 （3）株　　 主 　　数� 3,863名�（前期末比　440名増）

 （4）大　　 株 　　主（上位10名）
（単位：千株・％）

株　主　名 持　株　数 持 株 比 率

住友電気工業株式会社 17,828 50.37

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,101 8.76

J.P.�MORGAN�BANK�LUXEMBOURG�S.A.�381572 1,024 2.89

住友電設共栄会 690 1.95

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 655 1.85

北港運輸株式会社 624 1.76

住友電設従業員持株会 517 1.46

JP�MORGAN�CHASE�BANK�385632 480 1.36

野村信託銀行株式会社（投信口） 352 0.99

三井住友信託銀行株式会社 332 0.94

（注）��持株比率は自己株式を控除して計算しております。

会社の株式に関する事項２
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 （1）取締役及び監査役の氏名等
地　　位 氏　　名 担　　当 重要な兼職の状況
代表取締役
取締役会長 坂 崎 全 男

代表取締役
取締役社長 谷 信

代表取締役 辻 村 勝 彦 専務執行役員、
事業部門担当

取 締 役 内 池 和 彦
常務執行役員、
総合企画部長、
経理部担当、
全社コンプライアンス担当

取 締 役 島 田 哲 成

常務執行役員、
本社部門担当（総務、東京
総務、人事、人材開発、
情報システム、監査、保険、
健康管理）

社外取締役 髙 橋 英 行 公益財団法人日本共同証券財団　事務局長

社外取締役 清 水 涼 子
公認会計士、
関西大学大学院会計研究科・商学部　教授、
積水化学工業株式会社　社外監査役

○ 社外取締役 服 部 力 也
株式会社滋賀銀行　社外取締役、
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社　
常任監査役

常勤監査役 野 口 　 亨
株式会社ミライト・テクノロジーズ　社外監査役、
エスイーエム・ダイキン株式会社　監査役、
スミセツテクノ株式会社　監査役

常勤監査役 尾 倉 　 修 株式会社セメック　監査役、
合同電設株式会社　監査役

社外監査役 間 石 成 人
弁護士、
弁護士法人色川法律事務所　顧問、
大阪モノレール株式会社　社外監査役

会社役員に関する事項３
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地　　位 氏　　名 担　　当 重要な兼職の状況

社外監査役 垂 谷 保 明
公認会計士、税理士、
開成公認会計士共同事務所　代表、
株式会社ウィル　社外監査役

○ 社外監査役 古 賀 陽 子 ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ
外国法共同事業法律事務所　タックスディレクター

（注）�１.� �三野哲治氏（社外取締役）は、2021年６月24日付で取締役を任期満了により退任いたしました。
� ２.� 服部力也氏（社外監査役）は、2021年６月24日付で監査役を辞任により退任いたしました。
� ３.� �○印の取締役及び監査役は、2021年６月24日開催の第96期定時株主総会において新たに選任され就任いたしま

した。
� ４.� �監査役　野口　亨氏は、住友電気工業株式会社において財務部長、当社において経理担当取締役を経験しており、

財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
� ５.� �監査役　垂谷保明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

するものであります。
� ６.� �監査役　古賀陽子氏は、米国会計事務所及び国内税理士法人における経験を有しており、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有するものであります。
� ７.� �取締役　髙橋英行氏、取締役　清水涼子氏、取締役　服部力也氏、監査役　間石成人氏、監査役　垂谷保明氏及

び監査役　古賀陽子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
� ８.� �取締役　辻村勝彦氏は、2021年６月１日より事業部門を担当しております。
� ９.� 取締役　髙橋英行氏は、2021年８月２日付で公益財団法人日本共同証券財団の事務局長に就任いたしました。
� 10.� �取締役　服部力也氏は、2021年６月18日付で令和アカウンティング・ホールディングス株式会社の常任監査役

に就任いたしました。
上記（注）１及び２の（　）内は退任時の地位等を示します。

（2）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、会社法第430
条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約は、被
保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けること
によって生ずることのある損害を填補するものであり、その保険料は全額会社が負担してお
ります。但し、故意又は重過失に起因して賠償請求された損害は当該保険契約により填補さ
れません。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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（3）取締役及び監査役の報酬等
①　取締役及び監査役の報酬等の総額等

役　員　区　分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額 対象となる
役員の員数基本報酬 業績連動報酬等

取　　　締　　　役
（社外取締役を除く） 3億04百万円 1億84百万円 1億20百万円 5名

監　　　査　　　役
（社外監査役を除く） 43百万円 43百万円 ― 2名

社　外　取　締　役 30百万円 30百万円 ― 4名
社　外　監　査　役 12百万円 12百万円 ― 4名

（注）�１.� 上記の総額及び員数には、2021年６月24日付で退任した社外取締役１名及び社外監査役１名を含んでおります。
� ２.� 上記の業績連動報酬額は、役員賞与の当期引当額となります。

②　報酬等の決定に関する方針
　当社では、取締役の個人別の報酬等に関わる決定方針を定めており、その決定にあたっ
ては、委員長を社外取締役とし、委員の過半数を社外役員で構成する報酬諮問委員会にて
審議し、その答申内容を踏まえ2021年2月26日開催の取締役会において決議しておりま
す。具体的な方針の内容は以下の通りです。
　取締役の報酬等の決定にあたっては、「住友事業精神」と「住友電設グループ企業理念」
のもと、公正な事業活動を通して社会に貢献するという普遍の基本方針を堅持しつつ、当
社グループを持続的に成長させ、中長期的に企業価値を向上させるためのインセンティブ
となる報酬体系となるよう設計しております。
イ．取締役報酬の構成
　取締役報酬は、月報酬、賞与により構成しております。
ロ．月報酬の決定に関する方針
　取締役の月報酬については、事業内容、規模等の類似する企業を対象とした、役員報
酬に関する第三者の調査を活用することにより、報酬水準の客観性を確保した上で、職
位毎の役割や責任度合い並びに会社業績への貢献度に基づいて、職位毎に月報酬テーブ
ルを設定しております。各人に適用するテーブルの金額については、中長期的な観点も
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踏まえ、役割や責任度合い、担当領域の規模や複雑性、難易度並びに会社業績への貢献
度を勘案し、決定しております。
ハ．賞与の決定に関する方針
　取締役の賞与については、業績連動報酬とし、その総額は、事業内容、規模等の類似
する企業を対象とした、役員報酬に関する第三者の調査を活用することにより、報酬水
準の客観性を確保した上で、毎期の会社業績、特に当社が経営戦略上重視している受注
高、売上高や経常利益（率）、ＲＯＥ等に加え、配当水準等を総合的に勘案し、決定い
たします。各人への配分は、中長期的な観点も踏まえ、職位や責任度合い、所管部門に
おける主要目標（受注高、売上高、経常利益（率）等）の達成度、毎期の会社業績への
貢献度、及びこれらを達成するために必要な資質等の定性的要素も考慮し、各人のイン
センティブとなる水準となるよう設定しております。社外取締役については、独立性を
確保する観点から賞与は支払っておりません。

＜業績連動報酬に係る指標に対する考え方＞
　取締役（社外取締役を除く）に支給する業績連動報酬に係る指標は、中期経営計画の達
成のため、全社一丸で目指す目標として一定の妥当性・納得性があり、また客観的にも明
確な指標であるとの判断から、「受注高」「売上高」「経常利益（率）」を採用しています。
さらに、取締役が資本効率の向上と当社グループの持続的な成長を意識した経営を推進す
る目的として「ROE」を採用しています。�

＜業績連動報酬に係る指標、目標、実績等＞
　業績連動報酬に係る指標の当事業年度における目標及び実績は下表のとおりとなります。

受注高 売上高 経常利益 （率） ROE※１
目　　　標 1,650億00百万円 1,600億00百万円 120億00百万円（7.5％） 10.0％
実　　　績 1,790億19百万円 1,675億94百万円 139億00百万円（8.3％） 10.6％

（注）※１．ＲＯＥ目標は中期経営計画におけるターゲットとして設定しております。

ニ．月報酬と賞与の割合の決定に関する方針
　月報酬と賞与の割合は定めず、前項に記載の業績目標や個人ごとの評価等により変動
します。なお、月報酬と賞与との支給割合は、過去数年の実績では概ね１：0.5～0.75
程度となっております。
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ホ．報酬決定手続き
　取締役の月報酬及び賞与については、決定方針、関連する規程等の制定・改廃、個人
ごとの月報酬や業績評価を踏まえた具体的な賞与額等の重要事項に関し、報酬諮問委員
会にて客観的視点から審議しております。取締役会は報酬諮問委員会の答申を踏まえ、
決定方針や規程の制定・改廃について審議、決定するほか、年報酬総額の上限を見直す
場合の株主総会の議案内容を決定いたします。個人ごとの具体的な月報酬及び賞与の額
の決定については、報酬諮問委員会の答申内容を踏まえ、その支給時期及び方法と合わ
せて、取締役会にて決定いたします。
　監査役の報酬については、株主総会において承認決議を頂いた報酬額の枠内で、監査
役の協議により決定いたします。

＜�当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役
会が判断した理由＞
　取締役会は、報酬諮問委員会より、取締役の個人別の報酬等の決定方針に基づいた算定
方法に沿って個人別の月報酬及び賞与額の原案を決定している旨の答申を受けておりま
す。取締役会は、その答申における額の算定方法及び決定経緯を審議した結果、当該決定
方針に沿うものであると判断いたしました。

＜役員の報酬等に関する株主総会の決議について＞
　取締役の年報酬額の総枠については、2020年６月24日の株主総会にて、取締役の報酬
額を年額６億円以内（うち、社外取締役分は年額１億円以内）とする内容で決議いたしま
した。なお、その時点での員数は８名（うち、社外取締役は３名）であります。監査役の
年報酬額の総枠については、2020年６月24日の株主総会にて、監査役の報酬額を年額１
億円以内とする内容で決議いたしました。なお、その時点での員数は５名（うち、社外監
査役は３名）であります。�

へ．自社株の保有
　当社の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めるとともに、株主価値を重視した
経営を推進するために、社内取締役には、一定の基準を定めて役員持株会を通じた自社
株の保有を奨励し、当該自社株は在任期間中継続して保有することとしております。
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 （4）社外役員に関する事項
①　重要な兼職先との関係

氏　　　名 兼　職　先 兼職内容
髙橋　英行 公益財団法人日本共同証券財団 事務局長

清水　涼子 関西大学大学院会計研究科・商学部 教　授
積水化学工業株式会社 社外監査役

服部　力也 株式会社滋賀銀行 社外取締役
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 常任監査役

間石　成人 弁護士法人色川法律事務所 顧　問
大阪モノレール株式会社 社外監査役

垂谷　保明 開成公認会計士共同事務所 代　表
株式会社ウィル 社外監査役

古賀　陽子 ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ
外国法共同事業法律事務所 タックスディレクター

（注）各兼職先と当社の間には、重要な取引その他の関係はありません。

②　主な活動状況
氏　　　名 主な活動状況

髙橋　英行

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。
日本銀行及び一般社団法人大阪銀行協会の経験を通じた金融経済、地域経済及び
企業経営に関する知見のもと、独立的な立場で経営の監督を行い、当社の内部統
制強化及び持続的な企業価値向上を図るという期待に応え、当社取締役会におい
て企業経営全般にわたり中立的かつ客観的な立場で発言を行うなど当社の社外取
締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしております。また、
指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員としてこれらの委員会に出席し、積極
的な意見を述べるなど、検討プロセスにおいて重要な役割を果たしました。

清 水 涼 子

当事業年度開催の取締役会13回中12回出席しました。
監査法人における豊富な監査経験と公認会計士、大学院会計研究科・商学部教授
としての企業会計に関する知見のもと、独立的な立場で経営の監督を行い、当社
の内部統制強化及び持続的な企業価値向上を図るという期待に応え、当社取締役
会において企業経営全般にわたり中立的かつ客観的な立場で発言を行うなど当社
の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしております。
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氏　　　名 主な活動状況

服 部 力 也

2021年6月24日就任以後開催の取締役会10回全てに出席しました。
金融機関の経営で培われた豊富な経験と幅広い知見のもと、独立的な立場で経営
の監督を行い、当社の内部統制強化及び持続的な企業価値向上を図るという期待
に応え、当社取締役会において企業経営全般にわたり中立的かつ客観的な立場で
発言を行うなど当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役
割を果たしております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長とし
てこれらの委員会に出席し、積極的な意見を述べるなど、検討プロセスにおいて
主導的な役割を果たしました。

間 石 成 人

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席、監査役会15回全てに出席しました。
弁護士としての高度な知見と企業法務に関する豊富な経験のもと、企業経営全般
にわたり中立的かつ客観的な立場で発言を行っております。他の監査役と連携し
てコンプライアンスの観点から内部統制システムや具体的施策についての確認・
意見表明を行っております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員と
してこれらの委員会に出席し、積極的な意見を述べるなど、検討プロセスにおい
て重要な役割を果たしました。

垂 谷 保 明
当事業年度開催の取締役会13回全てに出席、監査役会15回全てに出席しました。
公認会計士及び税理士としての高度な知見と企業会計及び税務に関する豊富な経
験のもと、企業経営全般にわたり中立的かつ客観的な立場で発言を行っておりま
す。他の監査役と連携して適正な会計処理のあり方や牽制機能向上の視点から企
業経営における監査・監督についての確認・意見表明を行っております。

古 賀 陽 子

2021年6月24日就任以後開催の取締役会10回全てに出席、監査役会10回全てに
出席しました。
米国会計事務所及び国内税理士法人勤務を通じた国際税務・企業税務に関する高
度な知見と豊富な経験のもと、企業経営全般にわたり中立的かつ客観的な立場で
発言を行っております。他の監査役と連携して適正な会計処理のあり方や牽制機
能向上の視点から企業経営における監査・監督についての確認・意見表明を行っ
ております。

③　責任限定契約の内容の概要
会社法第427条第１項に基づき、当社は社外取締役及び社外監査役全員と会社法第
423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限
度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
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 （1）会計監査人の名称 有限責任�あずさ監査法人

 （2）会計監査人の報酬等の額
①　会計監査人としての報酬等の額 56百万円
②　�当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上

の利益の合計額 56百万円

（注）�１.� �当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の
額を区分しておりませんので、上記①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

� ２.� �当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内
関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の
事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法
第399条第１項の同意を行っております。

� ３.� �当社の重要な子会社のうち、タイ�セムコンCO.,LTD.、P.T.タイヨー�シナール�ラヤ�テクニク、スミセツ�フィリ
ピンズ,INC.は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を
有する者を含む。）の計算関係書類（これに相当するものを含む。）の監査（会社法又は金融商品取引法（又はこ
れらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

 （3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が
職務を適切に遂行することについて重要な疑義が生じたとき又は困難と認められるときは、
監査役会の決議に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案いた
します。

会計監査人に関する事項４
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 （1）業務の適正を確保するための体制
当社は、株式会社の業務の適正を確保す
るための体制の整備に関し、取締役会におい
て次のとおり決議しております。
①　�取締役の職務執行に係る情報の保存及び
管理に関する体制
イ．社内規程に基づき、取締役の職務執行

に係る情報を文書又は電磁的方法（以
下「文書等」という。）により記録し、
保存する。

ロ．取締役及び監査役は社内規程により常
時これらの文書等を閲覧できるもの
とする。

②　�損失の危険の管理に関する規程その他の
体制
イ．安全、品質、環境、災害、感染症及び

情報管理等に係るリスクについては
それぞれの担当部門で規程等の制定、
研修の実施、マニュアルの作成・配
布等を行う。

ロ．安全、品質及び環境等事業活動に伴っ
て発生するリスクに関しては、中央
安全品質委員会及び安全品質管理部
において、その他のリスクに関して
は、リスク＆コンプライアンス委員
会（以下「RC委員会」という。）にお
いて、リスクの未然の防止と生じた
リスクへの対応に取り組む。

ハ．取締役、執行役員及び使用人（以下「役
職員」という。）は社内規程に基づき
工事の損益管理を実施し、利益の確

保及び損失の未然防止に努める。
ニ．組織横断的リスク状況の監査は監査部

を中心に行うものとし、その結果を
取締役社長に報告する。

③　�取締役の職務執行が効率的に行われるこ
とを確保するための体制
イ．取締役、執行役員及び管理職の職務執

行が効率的かつ適正に行われるよう、
社内規程において担当部門及び各組
織の所管業務を定める。

ロ．各部門の業績等については、中期計画
及びその達成に向けた年度計画を策
定し、社長及び各部門担当執行役員
で構成する経営会議、取締役会で検
討のうえ、承認する体制とする。

ハ．経理部及び経理担当役員が月次単位で
年度計画の達成状況を把握・分析の
うえ、取締役会に報告する。

ニ．�取締役会は定期的に進捗状況を監督
し、効率化を阻害する要因を排除・
低減するなどの改善を促すことによ
り、目標達成の確度を高める。

④　�役職員の職務執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制
イ．役職員が法令、定款及び企業理念を遵

守した行動をとるための社員行動基
準を定める。それぞれの担当部門は、
コンプライアンスに関する規程等の
制定、研修の実施、マニュアルの作
成・配布等を行い、当該規程に基づ
いた職務執行の徹底を図る。

会社の体制及び方針に関する事項５
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ロ．RC委員会は全社のコンプライアンス
の取り組みを横断的に統括し、同委
員会を中心に役職員教育等を行う。

ハ．監査部はコンプライアンスの状況を監
査する。

ニ．国内外の競争法の遵守については、当
社グループ内における疑わしい行為
を含む入札談合行為根絶のため、競
争法に関する教育を継続的に実施す
るとともに、総務部及び各部門は協
力・連携を図りコンプライアンスに
関する規程等の運用及び遵守状況を
定期的に確認し、不備については速
やかに改善する。

ホ．コンプライアンス上疑義のある行為等
について役職員が直接情報提供を行
う手段として社内及び社外に業務相
談・通報窓口を設ける。

ヘ．反社会的勢力の排除に向けて反社会的
勢力との関係を遮断し、不当要求は
一切受け付けず、総務部を対応統括
部署として、警察当局、顧問弁護士
等と協力・連携を図り、事案に応じ
て関係部門と協議のうえ対応を行う。

⑤　財務報告の適正性を確保するための体制
イ．取締役会の方針のもと、各部門・子会

社は、金融商品取引法及び金融庁が
定める評価・監査の基準並びに実施
基準に沿った内部統制システムの整
備及び適切な運用を図り、財務報告
の適正性の確保に努める。

ロ．監査部は、各部門・子会社の内部統制

システムの整備及び適切な運用状況
について評価・監査・指導を行い、
不備については各部門・子会社に改
善を促す。

ハ．各部門・子会社は、監査部の評価・監
査・指導により改善を促されたとき
は、速やかに改善するように努める。

⑥　�当社並びにその親会社及び子会社から成
る企業集団における業務の適正を確保す
るための体制
イ．子会社の事業に関して責任を負う取締

役を任命し、各社の経営状況の把握
に努めるほか、コンプライアンス体
制、リスク管理体制を構築する権限
を与え、本社管理部門はこれらを横
断的に推進し、管理する。

ロ．関係会社管理規程に基づき、当社経営
会議、取締役会で報告・附議すべき
決定事項・発生事実やリスク管理、
コンプライアンス等に関する一定の
事項について子会社から報告を受け、
又は必要により当社と協議を行う。

ハ．当社グループ横断的な主要リスクにつ
いては、当社の担当部門等と各子会
社が自社事業の遂行に伴うリスクを
再評価のうえリスク管理を行うほか、
子会社における固有のリスクについ
ても、当社が支援を行い、リスクの
軽減等を図る。

ニ．各子会社の事業計画は、当社の中期計
画及び年度計画の一環として策定さ
れ、業績が定期的に報告される体制
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とする。当該報告に関して所要の対
策等を検討し、速やかに実施される
ように支援する。

ホ．コンプライアンスに関して、当社の
RC委員会や総務部等が当社グループ
内の主要なコンプライアンスリスク
ごとに展開する発生防止策に従い、
各子会社において、自社特有のリス
クを含め、対策を講じる体制とする。
なお、内部通報のための業務相談・
通報窓口は、当社グループ共通の社
外窓口を設ける。

へ．子会社の監査は監査部及び経理部が行
うものとし、その結果を取締役社長
に報告する。

ト．親会社のコーポレートスタッフ部門と
当社の本社管理部門はコンプライア
ンス及びリスクに関する意見交換を
行い、適時に必要な施策を実施する。

⑦　�監査役の職務を補助すべき使用人を置く
ことに関する事項、監査役の職務を補助
すべき使用人の取締役からの独立性に関
する事項及び監査役の使用人に対する指
示の実効性の確保に関する事項
イ．監査役の職務を補助する使用人として

監査役付を任命する。
ロ．監査役は監査役付に監査業務に必要な

事項を命令することができるものと
し、この命令を受けた監査役付はこ
の命令に関して取締役、監査部長等
の指揮命令は受けないものとする。

ハ．監査役付の任免、異動、昇給、人事評

価及び懲戒については予め監査役会
より、意見を聴取し尊重する。

⑧　�当社並びに子会社の役職員及び子会社の
役職員から報告を受けた者が当社監査役
に報告をするための体制その他の当社監
査役への報告に関する体制
　�　当社並びに子会社の役職員及び子会
社の役職員から報告を受けた者は、当
社監査役に対して、法定の事項に加え、
当社、子会社及び当社グループに重大
な影響を及ぼす事項、内部監査の実施
状況、社内規程に基づく通報状況及び
その内容を適時に報告する。

⑨　�監査役へ報告を行った者が当該報告を行
ったことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保するための体制
　�　内部通報に関する規程において、通
報者に対して通報を行ったことを理由
として解雇その他の不利益な取扱いを
行わない旨を規定するなど、当社及び
子会社は、監査役に前項の報告を行っ
たことを理由として、当該報告を行っ
た者に対して不利な取扱いを行わない。

⑩　�監査役の職務執行について生ずる費用又
は債務の処理に係る方針に関する事項
イ．監査役の職務執行について生ずる費用

又は債務の処理のため、毎年度、監
査役の承認のもと必要な予算を設定
し、監査役から前払又は支出した費
用等の償還、負担した債務の弁済の
請求があった場合には、速やかに対
応する。
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ロ．監査役がその職務執行に関連して弁護
士、公認会計士等の外部専門家に相
談する場合の費用は、会社が負担す
る。

⑪　�その他の監査役の監査が実効的に行われ
ることを確保するための体制
イ．監査役会と取締役社長とはそれぞれ定

期的に意見交換を行う。
ロ．監査役は各部門からヒアリングを行う

機会を定期的に確保する。
ハ．監査役は経営会議、RC委員会その他

重要な会議に出席し必要に応じて意
見交換を行うことができる。

 （2）  業務の適正を確保するための体制の運
用状況の概要
当事業年度における当社の業務の適正を
確保するための体制の運用状況の概要は、以
下のとおりであります。
①　コンプライアンスに関する取り組み
　�　取締役と執行役員が出席するRC委員
会を４回開催し、コンプライアンスの
推進及び取り組み状況の確認、各種提
言を行い、これらを踏まえ、以下の諸
施策を実施しております。
　�　毎年７月をコンプライアンス月間と
定め、当期は、不正取引・不適切業務
の防止に関する研修会の開催や、事業
活動の実態調査を行うなど各種法令及
び社内規程の遵守状況の確認を実施い
たしました。
　�　その他、継続的な取り組みとして毎

月１回、当社及び子会社における各職
場を単位として、コンプライアンス職
場研修の実施、部門ごとに独占禁止法
の遵守状況に関する自主点検を実施い
たしました。

②　�業務執行の適正及び効率性の確保に関す
る取り組み
　�　当社の取締役会は、社外取締役３名
を含む取締役８名で構成し、原則とし
て毎月１回開催しております。なお、社
外監査役３名を含む監査役５名も取締
役会に出席しております。
　�　また、「取締役会規程」で取締役会の
決議事項及び報告事項を明確に定める
とともに、業務執行に係る重要案件に
ついては、取締役会への上程前に経営
会議に附議し、執行役員による業務執
行の妥当性、リスクの有無等の議論を
経ることで、取締役の職務執行に関す
る適正性、効率性の確保を図っており
ます。

③　リスク管理に関する取り組み
　�　当社グループの損失の危険の管理の
うち、安全・品質等に関するリスクに
関しては、中央安全品質委員会を２回
開催し、活動計画の承認や、取り組み
状況の確認、発生したリスクに対する
原因究明と再発防止策を周知するなど
事故・災害・クレーム発生の低減に努
めております。
　�　また、RC委員会では、地震等を想定
した災害対策の立案や訓練の推進、感
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染症対策の推進、情報セキュリティ対
策の立案や研修の推進について、定期
的に実施状況を確認するなど事業活動
に伴うリスクに対応するための実効的
な活動を実施しております。

④　�当社グループにおける業務の適正の確保
に関する取り組み
　�　当社は企業理念を制定し、当社はも
とより子会社においてもコンプライア
ンスの浸透、定着を図っております。
　�　また、子会社については、「関係会社
管理規程」及び「取締役会規程」におい
て子会社が当社の承認を要する事項を
定め、重要な事項を取締役会において
審議することで、業務の適正の確保に
努めております。
　�　さらに、子会社を所管する当社所管
部門において、定期的に子会社からの
報告を受け、職務執行を確認し、経営
状況を把握するとともに経営課題に対
する助言等を行っております。加えて、
所管部門は必要に応じて子会社の経営
状況等につき、当社経営会議、取締役
会に報告しております。
　�　併せて、監査部は、監査計画に基づ
き子会社の内部監査を行い、監査結果
について取締役社長に報告し、所要の
改善を図っております。

⑤　�監査役監査の実効性の確保に対する取り
組み
　�　監査役の業務を補助すべき者として、
専任者１名、兼任者５名の使用人（以下

「監査役付」という）を配置しております。
専任者は組織上いずれの取締役等の担
当下にも属さず、また、監査役付は監
査役の指揮命令に従うこととしており
ます。
　�　監査役は、「監査役会規程」に基づき、
監査方針を含む監査計画を策定し、監
査を実施しております。当期は監査役会
を15回開催し、取締役会、経営会議そ
の他の重要な会議における議論の内容
や、監査部の監査内容について情報共
有が図られるとともに、各監査役は会
社の状況を把握し、必要な場合は提言
を取りまとめております。

 （3）  会社の財務及び事業の方針の決定を支
配する者のあり方に関する基本方針
該当事項はありません。
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親会社等との間の取引に関する事項６
 （1） 親会社等との間の取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項
①　当社は、親会社から設備工事等を受注しており、当該取引をするに当たっては、当社の採
算を勘案した見積価格を提示し、その都度交渉のうえ決定する等、受注価格が第三者との通
常の取引と比べ著しく廉価とならないことに留意して決定しております。また、電線・ケー
ブル等の資材の購入に当たっては、市場価格及び当社の採算を勘案のうえ、決定しておりま
す。
②　当社は、余剰資金の運用手段として、親会社への貸付を実施しております。貸付金額及び
期間は当社が決定しており、貸付金利についても、市場金利を参考に決定しております。な
お、期末現在においては貸付を実施しておりません。

 （2）  親会社等との間の取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及び
その理由

①　親会社等との間の取引について、事業運営に重要な影響を与えるものについては、当社取
締役会において報告され、取締役会は当該報告があったときは、当社の採算を勘案して上記
（1）の記載事項に留意のうえ、判断しております。なお、事業運営に関しては、親会社か
らの独立性を保ちつつ、取締役会を中心とした当社独自の意思決定に基づき業務執行を行っ
ております。
②　2022年１月31日付で、当社グループと親会社グループとの間の取引のうち、親会社と少
数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討することを目的として、独
立社外取締役を含む社外役員で構成する「グループ会社間取引利益相反監督委員会」を設置
し、対象の取引・行為について定期的に同委員会で審議・検討した結果を、取締役会に報告
する体制としています。

 （3） 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
該当事項はありません。
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（単位：百万円）
科　　　　　　　目 金　　額 科　　　　　　　目 金　　額

（資　産　の　部） （161,036）
流 　 動 　 資 　 産 122,930

現 金 預 金 55,266
受取手形・完成工事未収入金等 62,338
未 成 工 事 支 出 金 等 3,212
そ の 他 2,122
貸 倒 引 当 金 △9

固 　 定 　 資 　 産 38,106
有 形 固 定 資 産 13,193
建 物 及 び 構 築 物 4,250
機械、運搬具及び工具器具備品 1,359
土 地 7,009
リ ー ス 資 産 148
建 設 仮 勘 定 426

無 形 固 定 資 産 954
の れ ん 234
そ の 他 720

投 資 そ の 他 の 資 産 23,957
投 資 有 価 証 券 19,632
退 職 給 付 に 係 る 資 産 1,866
繰 延 税 金 資 産 355
そ の 他 2,629
貸 倒 引 当 金 △526

（負 債 の 部） （67,651）
流 　 動 　 負 　 債 60,944

支払手形・工事未払金等 30,138
電 子 記 録 債 務 8,356
短 期 借 入 金 1,609
リ ー ス 債 務 75
未 払 法 人 税 等 3,169
未 成 工 事 受 入 金 9,178
役 員 賞 与 引 当 金 139
工 事 損 失 引 当 金 24
そ の 他 8,252

固 　 定 　 負 　 債 6,706
長 期 借 入 金 1,001
リ ー ス 債 務 71
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 16
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,211
繰 延 税 金 負 債 3,271
そ の 他 1,135

（純 資 産 の 部） （93,385）
株 　 主 　 資 　 本 79,847

資 本 金 6,440
資 本 剰 余 金 6,102
利 益 剰 余 金 67,742
自 己 株 式 △437

その他の包括利益累計額 9,601
その他有価証券評価差額金 9,688
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1
為 替 換 算 調 整 勘 定 286
退職給付に係る調整累計額 △375

非 支 配 株 主 持 分 3,936
資 産 合 計 161,036 負 債 ・ 純 資 産 合 計 161,036

連結貸借対照表（2022年３月31日現在）
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（単位：百万円）
科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　額

売 上 高 167,594
売 上 原 価 144,834

売 上 総 利 益 22,759
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,753

営 業 利 益 13,005
営 業 外 収 益

受 取 利 息 68
受 取 配 当 金 422
受 取 保 険 金 101
不 動 産 賃 貸 料 98
そ の 他 267 958

営 業 外 費 用
支 払 利 息 31
固 定 資 産 廃 却 損 9
支 払 保 証 料 7
そ の 他 16 64
経 常 利 益 13,900

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 154 154

特 別 損 失
減 損 損 失 25
固 定 資 産 売 却 損 8 33
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 14,020
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,194
法 人 税 等 調 整 額 258 4,453
当 期 純 利 益 9,567
非支配株主に帰属する当期純利益 426
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 9,140

連結損益計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
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連結株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

（単位：百万円）
株　　　主　　　資　　　本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 計

当 期 首 残 高 6,440 6,102 61,305 △44 73,802
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △2,703 △2,703
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 9,140 9,140

自 己 株 式 の 取 得 △392 △392
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額計 ― ― 6,437 △392 6,044
当 期 末 残 高 6,440 6,102 67,742 △437 79,847

その他の包括利益累計額
非 支 配
株主持分

純 資 産
合　　計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰延ヘッジ
損　　　益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調 整 累 計 額 計

当 期 首 残 高 9,904 0 △92 △663 9,149 3,429 86,381
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △2,703
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 9,140

自 己 株 式 の 取 得 △392
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △215 0 378 288 452 506 958

連結会計年度中の変動額計 △215 0 378 288 452 506 7,003
当 期 末 残 高 9,688 1 286 △375 9,601 3,936 93,385
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（単位：百万円）
科　　　　　　　目 金　　額 科　　　　　　　目 金　　額

（資 産 の 部） （135,613）
流 　 動 　 資 　 産 98,075

現 金 預 金 43,240
受 取 手 形 428
電 子 記 録 債 権 4,778
完 成 工 事 未 収 入 金 45,464
未 成 工 事 支 出 金 2,749
立 替 金 579
そ の 他 836
貸 倒 引 当 金 △2

固 定 資 産 37,538
有 形 固 定 資 産 9,825
建 物 及 び 構 築 物 2,700
機 械 及 び 運 搬 具 447
工 具、 器 具 及 び 備 品 588
土 地 5,674
建 設 仮 勘 定 414

無 形 固 定 資 産 903
電 話 加 入 権 2
ソ フ ト ウ ェ ア 667
の れ ん 234
そ の 他 0

投 資 そ の 他 の 資 産 26,809
投 資 有 価 証 券 19,526
関 係 会 社 株 式 2,620
出 資 金 0
関 係 会 社 出 資 金 640
長 期 貸 付 金 14
前 払 年 金 費 用 2,404
長 期 差 入 保 証 金 612
入 会 保 証 金 384
そ の 他 1,092
貸 倒 引 当 金 △488

（負 債 の 部） （57,895）
流 動 負 債 53,047

支 払 手 形 1,014
工 事 未 払 金 24,239
電 子 記 録 債 務 8,008
短 期 借 入 金 3,949
未 払 費 用 3,725
未 払 法 人 税 等 2,676
未 成 工 事 受 入 金 6,623
役 員 賞 与 引 当 金 120
工 事 損 失 引 当 金 17
そ の 他 2,674

固 定 負 債 4,847
長 期 借 入 金 1,001
繰 延 税 金 負 債 3,032
そ の 他 813

（純 資 産 の 部） （77,718）
株 主 資 本 68,028

資    本     金 6,440
資 本 剰 余 金 6,038
資 本 準 備 金 6,038

利 益 剰 余 金 55,987
利 益 準 備 金 844
そ の 他 利 益 剰 余 金 55,142
固定資産圧縮積立金 48
別 途 積 立 金 46,637
繰 越 利 益 剰 余 金 8,457

自 己 株 式 △437
評 価 ・ 換 算 差 額 等 9,690

その他有価証券評価差額金 9,688
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1

資 産 合 計 135,613 負 債 ・ 純 資 産 合 計 135,613

貸借対照表（2022年３月31日現在）
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（単位：百万円）
科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　額

売 上 高 127,126
売 上 原 価 110,149

売 上 総 利 益 16,976
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,854

営 業 利 益 10,122
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 944
そ の 他 239 1,183

営 業 外 費 用
支 払 利 息 17
支 払 保 証 料 7
為 替 差 損 5
そ の 他 10 40
経 常 利 益 11,265

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 139 139

特 別 損 失
減 損 損 失 23
固 定 資 産 売 却 損 8 32
税 引 前 当 期 純 利 益 11,372
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,259
法 人 税 等 調 整 額 165 3,424
当 期 純 利 益 7,947

損益計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
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株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

（単位：百万円）
株　　　　主　　　　資　　　　本

資本金

資本剰余金 利　益　剰　余　金

資　本
準備金 計 利　益

準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
固 定 資 産
圧縮積立金

別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金 計

当 期 首 残 高 6,440 6,038 6,038 844 48 40,637 9,213 49,898
事 業 年 度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △2,703 △2,703
圧 縮 積 立 金 の 取 崩 △0 0 ―
別 途 積 立 金 の 積 立 6,000 △6,000 ―
当 期 純 利 益 7,947 7,947
自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額計 ― ― ― ― △0 6,000 △755 5,244
当 期 末 残 高 6,440 6,038 6,038 844 48 46,637 8,457 55,142

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合　計利　　益

剰余金計 自己株式 計 その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ
損　　　益 計

当 期 首 残 高 50,743 △44 63,176 9,893 0 9,894 73,070
事 業 年 度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △2,703 △2,703 △2,703
圧 縮 積 立 金 の 取 崩 ―
別 途 積 立 金 の 積 立 ―
当 期 純 利 益 7,947 7,947 7,947
自 己 株 式 の 取 得 △392 △392 △392
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △204 0 △204 △204

事業年度中の変動額計 5,244 △392 4,851 △204 0 △204 4,647
当 期 末 残 高 55,987 △437 68,028 9,688 1 9,690 77,718
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独立監査人の監査報告書
2022年５月９日

住友電設株式会社
　取締役会　御中

有限責任�あずさ監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 千葉　一史
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松本　光弘

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、住友電設株式会社の2021年４月１日から
2022年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、住友電設株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
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　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・�　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
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・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・�　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・�　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・�　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書
2022年５月９日

住友電設株式会社
　取締役会　御中

有限責任�あずさ監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 千葉　一史
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松本　光弘

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、住友電設株式会社の2021年４月１日か
ら2022年３月31日までの第97期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

会計監査人の監査報告書 謄本
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　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・�　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・�　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・�　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第97期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報
告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取
締役、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
①�　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社からの事業の報告を受けました。

②�　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びそ
の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100
条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ
れている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に
ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③�　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及
び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加え
ました。

④�　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　�　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたし
ました。

監査役会の監査報告書 謄本
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
①�　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

②�　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③�　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④�　事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害
さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判
断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任�あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果�
　会計監査人有限責任�あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月10日
住友電設株式会社�　監査役会

常勤監査役 野 口 　 亨 ㊞
常勤監査役 尾 倉 　 修 ㊞
社外監査役 間 石 成 人 ㊞
社外監査役 垂 谷 保 明 ㊞
社外監査役 古 賀 陽 子 ㊞

以　上

010_0315601102206.indd   59010_0315601102206.indd   59 2022/05/18   14:38:542022/05/18   14:38:54



MEMO

010_0315601102206.indd   60010_0315601102206.indd   60 2022/05/18   14:38:542022/05/18   14:38:54



MEMO

010_0315601102206.indd   61010_0315601102206.indd   61 2022/05/18   14:38:542022/05/18   14:38:54



MEMO

010_0315601102206.indd   62010_0315601102206.indd   62 2022/05/18   14:38:542022/05/18   14:38:54



三井住友銀行

靭  公  園

阿波座駅 本町駅

本 町 通

中 央 大 通
大阪メトロ中央線

ローソン吉野家

ＮＴＴ

セブン-イレブン

ファミリーマート

新町南公園

大阪メトロ長堀鶴見緑地線

長 堀 通
西大橋駅 心斎橋駅

新
な
に
わ
筋

あ
み
だ
池
筋

な
に
わ
筋

四
つ
橋
筋

御
堂
筋

大
阪
メ
ト
ロ
千
日
前
線

大
阪
メ
ト
ロ
四
つ
橋
線

大
阪
メ
ト
ロ
御
堂
筋
線

心
斎
橋
駅

四
ツ
橋
駅

西
長
堀
駅

23 15

1

24

Ｎ

靭  公  園

当社（大阪本社)
株主総会会場

※�駐車場の準備はいたしておりませんので､ ご了承のほどお願い申し上げます。

株主総会会場ご案内略図
会  場：大阪市西区阿波座二丁目１番４号

大阪メトロ�四つ橋線「本町駅」㉓番出口より徒歩約７分
大阪メトロ�御堂筋線「本町駅」⓯番出口より徒歩約12分
大阪メトロ�中央線「阿波座駅」❷番出口より徒歩約７分
大阪メトロ�千日前線「阿波座駅」❹番出口より徒歩約10分
大阪メトロ�長堀鶴見緑地線「西大橋駅」❶番出口より徒歩約７分

交  通：

地球環境に配慮した
植物油インキを使用
しています

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。
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